
 
実 務 経 験 証 明 書 

 

フ リ ガ ナ トクシマ イチロウ 
生 年 
月 日 

昭 和 
平 成 

   ○年  ○月  ○日 

氏 名 徳島 一郎 

現 住 所 
〒770－○○○○ 

徳島市○○町○○丁目○○番地                 （TEL 000-000-0000 ） 

現 在 の 勤 務 

先 の 名 称 

及 び 住 所 

名 称 徳島県電気工務店                  （TEL 000-000-0000 ） 

住 所 
〒770－8570 

徳島市万代町○○丁目○○番地 

実  務  経  験  の  期  間  及  び  内  容 

所属部署及び 
役  職  名 

期    間 職  務  の  内  容 

 

工務課 

工事担当 

 

 

（勤務先が個人営業な 

どのため所属部が無い 

場合や、役職に就かれて 

いなかった場合は、その 

事項に関しては空欄の 

ままで結構です。） 

 
平成21 年4 月 1 日 

～ 
平成24年3 月31 日 

 

第二種電気工事士免状取得 

徳島県第○○○○号 平成20 年10 月1 日交付 

 

左記の期間、主任電気工事士の監督のもとで、一般用電気工作 

物の新設、増設、改修工事に作業者として従事し、主に引込線の 

新設、幹線工事、分電盤設置工事、分岐回路の増設、照明器具、 

コンセントの設置工事等を行った。 

・徳島市 ○○邸 新築に伴う屋内配線工事に従事 

（一般用電気工事） 

・鳴門市 ○○店 改装に伴う屋内配線工事に従事 

（一般用電気工事） 

他約150 件 

 

 

（注）電気工事に従事されている期間に行われた代表的な工事を 

２、３例記入し、従事した期間中の工事件数を明記してくだ 

さい。また、第二種電気工事士免状の交付を他都道府県で受 

けた場合は、そのコピーを別に提出してください。 

通 算 期 間 3年 0月   

上記のとおり、実務経験を有することを証明します。 

 令和 ３年  ３月 １８日 

 所  在  地 〒770－8570 

徳島市万代町○○丁目○○番地 

 

 事 業 所 名 徳島県電気工務店  

    代 表 者 氏 名 徳島 太郎 印 

       （法人以外の場合は任命権者等の氏名 印） 

     電気工事業登録（届出）番号    徳島県 （登録・届出） 第  ○○○○○○○○ 号 

 

 

経験が一般用電気工作物等である場合 【記載例】 

（注）証明は代表者（法人の場合は代表取締役）が行い 
ます。ただし、委任状の提出がある場合は営業所長、 
支店長等に証明行為を委任できます。 

（注）一般用電気工作物等を実務経験として証明する場合、電気工事業登録（届出）の内容を記入してください。【 必須 】 

電気工事業を業とする会社が電気工事業法無登録（無届）であった場合、従事していても実務経験に算入できません。 

（「般－○○」「特－○○」の建設業許可番号ではありません。） 



 
実 務 経 験 証 明 書 

 

フ リ ガ ナ トクシマ ジロウ 
生 年 
月 日 

昭 和 
平 成 

   ○年  ○月  ○日 

氏 名 徳島 二郎 

現 住 所 
〒770－○○○○ 

徳島市○○町○○丁目○○番地                   （TEL 000-000-0000 ） 

現 在 の 勤 務 

先 の 名 称 

及 び 住 所 

名 称 株式会社 徳島県庁電機                  （TEL 000-000-0000 ） 

住 所 
〒770－8570 

徳島市万代町××丁目××番地 

実  務  経  験  の  期  間  及  び  内  容 

所属部署及び 
役  職  名 

期    間 職  務  の  内  容 

 

工務課 

 

 

 

（勤務先が個人営業な 

どのため所属部が無い 

場合や、役職に就かれて 

いなかった場合は、その 

事項に関しては空欄の 

ままで結構です。） 

 
平成21 年4 月 1 日 

～ 
平成24年3 月31 日 

 

左記の期間、電気主任技術者の指導監督のもとで、 

最大電力500kw 以上の自家用電気工作の新設及び改修工事に 

作業者として従事し、主に受電設備の設置、低圧配線工事を行った。 

 

主な工事物件及びその最大電力、従事期間は以下のとおり。 

 

・徳島市 □□□ビル改修工事（最大電力750kw） 

平成○年○月○日～平成○年○月○日 

・鳴門市 ○○○工場新築工事（最大電力1200kw） 

平成○年○月○日～平成○年○月○日 

他約50 件 

 

（注）最大電力500kw 未満の自家用電気工作物の工事は、第一種電気 

工事士免状の取得者でないと工事できません。 

ただし、認定電気工事従事者認定証の交付を受けた方が行った 

電圧600V 以下で使用する自家用電気工作物（最大電力500Kw 未満 

の需用設備）に係る電気工事については、実務経験として認められ 

ます。 

通 算 期 間 3年 0月   

上記のとおり、実務経験を有することを証明します。 

 令和 ３年  ３月 １８日 

 所  在  地 〒770－8570 

徳島市万代町××丁目××番地 

 

 事 業 所 名 株式会社 徳島県庁電機  

    代 表 者 氏 名 徳島 太一郎 印 

       （法人以外の場合は任命権者等の氏名 印） 

     電気工事業登録（届出）番号    徳島県 （登録・届出） 第  ○○○○○○○○ 号 

 

経験が自家用電気工作物である場合 【記載例】 

（注）証明は代表者（法人の場合は代表取締役）が行い 
ます。ただし、委任状の提出がある場合は営業所長、 
支店長等に証明行為を委任できます。 

（注）電気工事業登録（届出）があれば記入してください。 


